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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿台に載置された原稿の画像を、読取手段を前記原稿の一端から他端まで移動して走
査することにより、読み取る走査手段を備える画像読取装置において、
　前記原稿台に載置された電子ペーパーから画像情報を取得するための通信手段と、
　前記画像情報を表示して画像の読み取りを行う画像ファイルを選択させるための選択手
段と、
　前記通信手段により通信を行って、前記原稿台に載置された電子ペーパーの画像表示を
制御する表示制御手段と、
　前記画像ファイルのページ数をカウントするカウント手段と、
　前記カウント手段によりカウントされたページ数が奇数か否かを判定するページ数判定
手段と、を備え、
　前記走査手段は、前記選択手段により選択された画像ファイルの画像を、前記表示制御
手段によりページ毎に前記電子ペーパーに表示させ、前記ページ数判定手段により前記画
像ファイルのページ数が奇数と判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの先
端から後端まで移動して走査することにより画像を読み取り、前記ページ数判定手段によ
り前記画像ファイルのページ数が奇数でないと判定されたときは、前記読取手段を前記電
子ペーパーの後端から先端まで移動して走査することにより画像を読み取る
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
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　前記原稿台に載置された原稿が電子ペーパーか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段により電子ペーパーと判別されたものから画像情報として前記電子ペーパ
ーに格納された画像ファイルのファイル名、ページ数、及びサイズに関する情報を取得す
る取得手段とを更に備えることを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記画像ファイルの何ページ目が前記電子ペーパーに表示されるかを判定する表示判定
手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記表示判定手段により奇数ページ目が表示されると判定された
ときは、前記電子ペーパーに奇数ページ目の画像を通常表示するように制御し、前記表示
判定手段により奇数ページ目以外が表示されると判定されたときは、前記電子ペーパーに
偶数ページ目の画像を鏡像表示するように制御することを特徴とする請求項１又は２記載
の画像読取装置。
【請求項４】
　前記走査手段は、前記表示判定手段により奇数ページ目が表示されると判定されたとき
は、前記読取手段を前記電子ペーパーの先端から後端まで移動して走査することにより画
像を読み取り、前記表示判定手段により奇数ページ目以外が表示されると判定されたとき
は、前記読取手段を前記電子ペーパーの後端から先端まで移動して走査することにより画
像を読み取ることを特徴とする請求項３記載の画像読取装置。
【請求項５】
　原稿台に載置された原稿の画像を、読取手段を前記原稿の一端から他端まで移動して走
査することにより、読み取る走査手段を備える画像読取装置の画像読取方法において、
　前記原稿台に載置された電子ペーパーから画像情報を取得する通信工程と、
　前記画像情報を表示して画像の読み取りを行う画像ファイルを選択させる選択工程と、
　前記通信工程にて通信を行って、前記原稿台に載置された電子ペーパーの画像表示を制
御する表示制御工程と、
　前記画像ファイルのページ数をカウントするカウント工程と、
　前記カウント工程によりカウントされたページ数が奇数か否かを判定するページ数判定
工程と、
　前記選択工程にて選択された画像ファイルの画像を、前記表示制御工程にてページ毎に
前記電子ペーパーに表示させ、前記ページ数判定工程により前記画像ファイルのページ数
が奇数と判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの先端から後端まで移動し
て走査することにより画像を読み取り、前記ページ数判定工程により前記画像ファイルの
ページ数が奇数でないと判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの後端から
先端まで移動して走査することにより画像を読み取る読取工程とを備えることを特徴とす
る画像読取方法。
【請求項６】
　原稿台に載置された原稿の画像を、読取手段を前記原稿の一端から他端まで移動して走
査することにより、読み取る走査手段を備える画像読取装置の画像読取方法を画像読取装
置に実行させるプログラムにおいて、
　前記原稿台に載置された電子ペーパーから画像情報を取得する通信ステップと、
　前記画像情報を表示して画像の読み取りを行う画像ファイルを選択させる選択ステップ
と、
　前記通信ステップにて通信を行って、前記原稿台に載置された電子ペーパーの画像表示
を制御する表示制御ステップと、
　前記画像ファイルのページ数をカウントするカウントステップと、
　前記カウントステップによりカウントされたページ数が奇数か否かを判定するページ数
判定ステップと、
　前記選択ステップにて選択された画像ファイルの画像を、前記表示制御ステップにてペ
ージ毎に前記電子ペーパーに表示させ、前記ページ数判定ステップにより前記画像ファイ
ルのページ数が奇数と判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの先端から後
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端まで移動して走査することにより画像を読み取り、前記ページ数判定ステップにより前
記画像ファイルのページ数が奇数でないと判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペ
ーパーの後端から先端まで移動して走査することにより画像を読み取る読取ステップとを
前記画像読取装置に実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置及び方法、並びにプログラムに関し、特に、紙媒体及び電子ペ
ーパーから画像を読み取ることが可能な画像読取装置及び方法、並びにプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ装置等の画像読取装置には、原稿搬送装置（ＡＤＦ）により原稿を搬送しつつ
、固定された光学系により画像を読み取る原稿流し読み方式が採用されているものがある
。また、画像読取装置には、原稿台ガラス上に１枚ずつ原稿をセットして光学系を走査す
ることにより画像を読み取る原稿固定読み方式が採用されているものがある。
【０００３】
　ところで、紙媒体とディスプレイの長所を併せ持つ「電子ペーパー」の開発が進められ
ている。電子ペーパーの利点は、紙の消費を押さえ、森林の保全や焼却によるＣＯ２の排
出抑制など、環境負荷を軽減できる点にある。このような背景の中、ＡＤＦにより紙原稿
や電子ペーパーを読取位置まで搬送し、紙原稿上の画像や電子ペーパーに表示された画像
を読み取ることが可能な画像読取装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１４１５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の画像読取装置では、ＡＤＦを利用した原稿流し読み方式により電子ペーパーに表
示された画像を読み取る技術について提案されている。しかしながら、原稿固定読み方式
により電子ペーパーに表示された画像を光学的に読み取る技術に関してはまだ検討されて
いない。
【０００６】
　本発明は、電子ペーパーに格納された複数ページの画像を原稿固定読み方式で読み取る
場合でも、ページ毎に電子ペーパーをセットし直す必要がなく、自動で複数ページの画像
を読み取ることができる画像読取装置及び方法、並びにプログラムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の画像読取装置は、原稿台に載置された原稿
の画像を、読取手段を前記原稿の一端から他端まで移動して走査することにより、読み取
る走査手段を備える画像読取装置において、前記原稿台に載置された電子ペーパーから画
像情報を取得するための通信手段と、前記画像情報を表示して画像の読み取りを行う画像
ファイルを選択させるための選択手段と、前記通信手段により通信を行って、前記原稿台
に載置された電子ペーパーの画像表示を制御する表示制御手段と、前記画像ファイルのペ
ージ数をカウントするカウント手段と、前記カウント手段によりカウントされたページ数
が奇数か否かを判定するページ数判定手段と、を備え、前記走査手段は、前記選択手段に
より選択された画像ファイルの画像を、前記表示制御手段によりページ毎に前記電子ペー
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パーに表示させ、前記ページ数判定手段により前記画像ファイルのページ数が奇数と判定
されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの先端から後端まで移動して走査するこ
とにより画像を読み取り、前記ページ数判定手段により前記画像ファイルのページ数が奇
数でないと判定されたときは、前記読取手段を前記電子ペーパーの後端から先端まで移動
して走査することにより画像を読み取ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電子ペーパーに格納された複数ページにわたる画像を原稿固定読み方
式で読み取る場合であっても、ページ毎に電子ペーパーをセットし直す必要がなく、自動
で複数ページの画像を読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１における画像読取装置の制御部の概略構成を示すブロック図である。
【図３】図２におけるイメージリーダ制御部の概略構成を示すブロック図である。
【図４】画像読取装置により実行される電子ペーパー判別処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】操作部に表示される画像ファイルの選択画面の一例を示す図である。
【図６】図４のステップＳ１０６における電子ペーパーの画像読取処理の詳細を示すフロ
ーチャートである。
【図７】図６の処理における原稿台ガラス上の電子ペーパーに対する画像読取方法を説明
するための概略図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る画像読取装置で実行される電子ペーパーの画像読
取処理の詳細を示すフローチャートである。
【図９】図８の処理における原稿台ガラス上の電子ペーパーに対する画像読取方法を説明
するための概略図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る画像読取装置で実行される電子ペーパーの画像
読取処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１１】図１０の処理における原稿台ガラス上の電子ペーパーに対する画像読取方法を
説明するための概略図であり、（ａ）は奇数ページの画像を読み取る場合、（ｂ）は偶数
ページの画像を読み取る場合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の概略構成を示す図である。
【００１２】
　図示の画像読取装置１は、原稿搬送装置（ＡＤＦ）１００と、イメージリーダ２００と
を備える。ＡＤＦ１００は、原稿トレイ１０２上にセットされた複数ページにわたる原稿
を先頭頁から順に１枚ずつ給紙し、湾曲したパスを介して原稿台ガラス上へと搬送する。
イメージリーダ２００は、原稿台ガラス上の原稿から画像情報を光学的に読み取り、光電
変換して画像データとして入力する。ＡＤＦ１００はイメージリーダ２００に対して開閉
可能に設置されている。
【００１３】
　イメージリーダ２００は、原稿台ガラス２０５、図示しないランプとミラーを有するス
キャナユニット２０６、レンズ２０７、イメージセンサ２０８、及び制御部２０９を備え
る。ＡＤＦ１００を使用しないで原稿の画像読取を行う場合は、ＡＤＦ１００を開き、原
稿台ガラス２０５上に原稿をセットしてスキャナユニット２０６の走査により原稿の画像
を読み取る。
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【００１４】
　ＡＤＦ１００内には、Ｓ１～Ｓ６、ＶＲ１等の各種センサが配置されている。Ｓ１，Ｓ
２は原稿トレイ１０２上に載置された原稿の縦方向（搬送方向）の長さを検知するラージ
サイズ検知センサ、スモールサイズ検知センサであり、原稿トレイ１０２内に配置されて
いる。原稿幅ガイド１０７内には、図示しない幅検知ボリュームＶＲ１及び幅検知センサ
Ｓ３が配置されている。
【００１５】
　原稿を１枚ずつ分離する分離ユニット１０３と搬送ローラ１０４との間の搬送路上には
、原稿の先端及び後端を検知することにより分離給送の原稿を検知すると同時に原稿長さ
を計測するサイズセンサＳ４が配置されている。レジストローラ１０６の近傍には、原稿
の先端を検知するリードセンサＳ５が配置されている。排紙ローラ１０９の近傍には、排
紙センサＳ６が配置されている。また、図示していないが、原稿トレイ１０２上に原稿が
セットされているかを判別する原稿セットセンサＳ７も配置されている。
【００１６】
　イメージリーダ２００内には、ＡＤＦ１００の開閉角度を検知する開閉検知センサＳ８
，Ｓ９が配置されている。この開閉検知センサＳ８，Ｓ９と、図示しないサイズセンサ及
び露光動作によって原稿台ガラス２０５上に置かれた原稿のサイズを特定する。
【００１７】
　ＡＤＦ１００は、原稿トレイ１０２の下部で分離ユニット１０３の近傍に、原稿トレイ
１０２上に載置された電子ペーパーを検出するための電子ペーパー検出部１０１を備える
。
【００１８】
　イメージリーダ２００は、原稿台ガラス２０５の端部に、原稿台ガラス２０５上に載置
された電子ペーパーを検出するための電子ペーパー検出部２０２を備える。また、イメー
ジリーダ２００は、原稿台ガラス２０５の端部に、ページ切替部２０３を備える。ページ
切替部２０３は、電子ペーパーと通信を行って、電子ペーパーに格納された画像ファイル
の画像をページ毎に切り替えて表面（又は裏面）に表示させる機能を有する（表示制御手
段）。
【００１９】
　電子ペーパーは、図示していないが、例えば、ポリマー・フィルムを用いた液晶ディス
プレイ（ＰＦＬＣＤ）であって、任意の形状に変形することが可能なものである。また、
電子ペーパーには無線通信タグであるＲＦＩＤを搭載されている。ＡＤＦ１００は、紙媒
体と同様にして、電子ペーパーを搬送することが可能である。
【００２０】
　画像読取装置１では、表面または裏面のいずれか一方に画像情報が記録された片面原稿
を読み取る方法として、原稿流し読み方式（流し読取モード）と原稿固定読取方式（固定
読取モード）がある。原稿流し読み方式では、原稿を所定の読取速度で読取位置Ｒ１へ搬
送し、スキャナユニット２０６を読取位置Ｒ１で固定したまま原稿の読み取りを行い、読
み取った原稿を排紙トレイ２３０に排出する。原稿固定読取方式では、原稿台ガラス２０
５の上で原稿を停止させ、スキャナユニット２０６を走査して原稿の読み取りを行う。
【００２１】
　具体的には、原稿トレイ１０２上に原稿が積載され、不図示の操作部でスタートキーが
押下されると、図示しない繰り出しローラが回転して原稿束の最上紙を分離ユニット１０
３へ引き込む。分離ユニット１０３に引き込まれた原稿は、一枚ずつ分離され、搬送ロー
ラ１０４，１０５へと搬送される。レジストローラ１０６は、原稿の先端が到達したとき
には回転が停止しており、搬送ローラ１０４，１０５による搬送でループが形成されて原
稿の斜行補正が行われた後に、回転を開始して原稿を読取部へ搬送する。
【００２２】
　読取部では、レジストローラ１０６と読取ベルト１０８によって原稿を読取位置Ｒ１へ
所定の速度で搬送していく。原稿の先端が読取位置Ｒ１に到達すると、読取位置Ｒ１の下
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に固定されたスキャナユニット２０６で露光動作が行われて、原稿を搬送しながら読取動
作を行う。この読取方法が流し読取モードである。
【００２３】
　一方、原稿の後端が読取位置Ｒ１に到達したときに原稿を停止させ、スキャナユニット
２０６が原稿の一端から他端まで移動して走査することによって、画像読取を行うことが
可能である。この読取方法が固定読取モードである。
【００２４】
　原稿の読み取りが終了すると、読取ベルト１０８で排紙ローラ１０９へ搬送され、排紙
ローラ１０９で排紙トレイ２３０へ排出する。
【００２５】
　図２は、図１における画像読取装置の制御部２０９の概略構成を示すブロック図である
。
【００２６】
　制御部２０９は、画像読取装置全体を制御するもので、ＣＰＵ回路部４００を中心に構
成されている。ＣＰＵ回路部４００には、ＣＰＵ４０１、ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３な
どが設けられている。ＲＯＭ４０２は、ＣＰＵ４０１により実行されるプログラムを格納
する。ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１が使用する制御データを一時的に保持したり、制御
に伴う演算の作業領域として用いられる。
【００２７】
　ＣＰＵ回路部４００は、イメージリーダ制御部２０１、画像信号制御部４０５、及びタ
ッチパネル式の表示部やキー操作部等を備える操作部８００を制御する。イメージリーダ
制御部２０１は、ＡＤＦ１００及びイメージリーダ２００を制御する。外部Ｉ／Ｆ４０６
は、外部の装置（例えば、コンピュータ４０７）と接続するためのインターフェースであ
る。イメージリーダ制御部２０１は、イメージセンサ２０８で読み取られた画像のデータ
を画像信号制御部４０５に出力する。
【００２８】
　図３は、図２におけるイメージリーダ制御部２０１の概略構成を示すブロック図である
。
【００２９】
　ＣＰＵ回路部２０９は、ＣＰＵ２１０と、ＣＰＵ２１０により実行されるプログラムが
格納されたＲＯＭ２１１と、制御データを一時的に保持したり、制御に伴う演算の作業領
域として用いられるＲＡＭ２１２とを備える。ＣＰＵ２１０は、イメージリーダ２００及
びＡＤＦ１００全体を制御する。
【００３０】
　ＣＰＵ回路部２０９は、原稿の分離動作を行う分離モータＭ１を制御する。また、レジ
ストローラ１０６を駆動するレジストモータＭ２を制御する。また、読取ベルト１０８、
排紙ローラ１０９を駆動するベルトモータＭ３を制御する。
【００３１】
　また、ＣＰＵ回路部２０９は、原稿トレイ１０２上に載置された原稿の長さを検知する
ためのラージサイズ検知センサＳ１及びスモールサイズ検知センサＳ２を制御する。また
、ＣＰＵ回路部２０９は、原稿幅ガイド１０７内に配置された図示しない幅検知ボリュー
ムＶＲ１および幅検知センサＳ３を制御する。また、ＣＰＵ回路部２０９は、原稿の先端
及び後端を検知することにより分離給送の原稿を検知すると同時に原稿長さを計測するサ
イズセンサＳ４、原稿の先端を検知して読取信号を知らせるリードセンサＳ５や排紙セン
サＳ６を制御する。原稿セットセンサＳ７は、原稿トレイ１０２上に原稿がセットされて
いるかを検出するためのセンサである。
【００３２】
　ＣＰＵ回路部２０９は、イメージリーダ２００内に配置されたスキャナユニット２０６
を移動走査するためのスキャナモータＭ４、開閉検知センサＳ８，Ｓ９が配置されている
。ＣＰＵ回路部２０９は、スキャナユニット２０６内のランプやイメージセンサを制御す
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るスキャナユニット制御部２０４に接続されている。
【００３３】
　また、ＣＰＵ回路部２０９は、電子ペーパーを検出するための電子ペーパー検出部１０
１，２０２、電子ペーパーのページを切り替えるためのページ切替部２０３に接続し、こ
れらをＣＰＵ２１０により制御する。さらに、ＣＰＵ回路部２０９は、ＣＰＵ＿Ｉ／Ｆ２
１３を介してＣＰＵ回路部４００内のＣＰＵ４０１とリアルタイムに通信を行う。
【００３４】
　電子ペーパー検出部１０１，２０２には、ＲＦＩＤで電子ペーパーと通信するための不
図示のアンテナや発信部、受信部などが設けられており、ＲＦＩＤを使って電子ペーパー
を検出することができる。なお、電子ペーパーを検出する手段としては、電子ペーパーに
電極が設けられ、ＡＤＦから電力を与える構成であってもよいし、光学センサなどの反射
率を検出してもよく、これに限ったものではない。
【００３５】
　次に、画像読取装置１において、複数ページにわたる画像ファイルが格納された電子ペ
ーパーから固定読取モードで画像読み取りを行う場合の動作処理について説明する。
【００３６】
　図４は、画像読取装置１により実行される電子ペーパー判別処理の一例を示すフローチ
ャートである。本処理は、ＣＰＵ回路部２０９内のＣＰＵ２１０により実行されるもので
ある。
【００３７】
　まず、ユーザーは、ＡＤＦ１００を開いて原稿台ガラス２０５上に原稿として電子ペー
パーを載置する。ＣＰＵ２１０は、開閉検知センサＳ８，Ｓ９を監視し、開閉検知センサ
Ｓ８，Ｓ９がＯＦＦしたか否かを判定する（ステップＳ１０１）。開閉検知センサＳ８，
Ｓ９がＯＦＦしたときは、原稿台ガラス２０５上に原稿があると判断してステップＳ１０
２に進む。
【００３８】
　次に、ステップＳ１０２では、ＣＰＵ２１０は、電子ペーパー検出部２０２から検出信
号を受信したか否かを判定する。ＣＰＵ１２２は、検出信号を受信しなかった場合（ステ
ップＳ１０２でＮＯ）、原稿が紙媒体であると判断して操作部８００上の不図示のスター
トキーが押下されるまで待機する（ステップＳ１０７）。スタートキーが押下されたとき
は（ステップＳ１０７でＹＥＳ）、通常（紙媒体）の画像読取処理（ステップＳ１０８）
を実行する。
【００３９】
　一方、電子ペーパー検出部２０２が電子ペーパーに搭載されたＲＦＩＤタグから信号を
受信して、ＣＰＵ２１０が電子ペーパー検出部２０２から検出信号を受信したときは、原
稿が電子ペーパーであると判断する（ステップＳ１０２でＹＥＳ）。次に、ステップＳ１
０３では、ＣＰＵ２１０は電子ペーパーから各種情報を取得する（ステップＳ１０３）。
取得する情報には、電子ペーパーに格納されている画像情報（ファイル情報）、ページ数
、サイズ等の原稿に関わる情報が含まれる。
【００４０】
　次に、ステップＳ１０４では、ＣＰＵ２１０は、ステップＳ１０３で取得した情報に基
づいて、図５に示すような画面５００を操作部８００に表示し、ユーザーに画像読取を行
うファイルの選択を促す。図示例では、ファイル名「ａａａ」が選択されている（斜線部
）。ユーザーによりファイルが選択されると、不図示の設定画面を表示し、詳細な読取条
件の設定を受け付ける。なお、設定画面については読取条件が可能なものであれば、その
表示形式や方法は問わない。
【００４１】
　画面５００においてファイル選択が終わった場合、ユーザーはＯＫボタン５０１を押下
する。一方、処理をキャンセルする場合には、ユーザーはキャンセルボタン５０２を押下
する。次に、ＣＰＵ２１０は、操作部８００上で不図示のスタートボタンが押下されたか
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否かを判定し（ステップＳ１０５）、スタートボタンが押下されたと判断したときは、設
定された読取条件に基づいて電子ペーパーの画像読取処理（ステップＳ１０６）を開始す
る。
【００４２】
　なお、画像読取装置１では、ＡＤＦ１００を利用した固定読取モードでの画像読み取り
も可能である。この場合、不図示の原稿セットセンサＳ７により原稿トレイ１０２上に原
稿が載置されたか否かを判定し、載置されたときは、図４のステップＳ１０２～Ｓ１０５
の処理を行う。原稿トレイ１０２上に載置された原稿か否かを判定するには、電子ペーパ
ー検出部１０１を利用する。ステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理後に不図示のスタートキ
ーが押下された場合、原稿トレイ１０２上の電子ペーパーを原稿台ガラス２０５まで搬送
して停止させ、スキャナユニット２０６を走査して電子ペーパーに表示された画像の読み
取りを行う。電子ペーパーの表示画像の切り替えは、ページ切替部２０３により行われる
。
【００４３】
　図６は、図４のステップＳ１０６における電子ペーパーの画像読取処理の詳細を示すフ
ローチャートである。本処理では、２ページ分の画像を有する画像ファイルが格納された
電子ペーパーから固定読取りモードでの画像読み取りが行われるものとする。
【００４４】
　図７は、図６の処理における原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーに対する画像読取方
法を説明するための概略図である。原稿台ガラス２０５に電子ペーパーを載置する方法に
ついては、ユーザーが行っても、ＡＤＦ１００が行ってもどちらでもよい。原稿台ガラス
２０５上の電子ペーパーは、その一端が図示の読取基準位置に沿って載置されているもの
とする。
【００４５】
　図６において、電子ペーパーの画像読取処理が開始されると、ＣＰＵ２１０は、ページ
数Ｎに１ページ目を示す「１」をセットする（ステップＳ３０１）。つづいて、ＣＰＵ２
１０は、ページ切替部２０３により原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーと通信を行い、
Ｎページ目の画像表示を指示する（ステップＳ３０２）。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ２１０は、電子ペーパーの画像表示の完了を待って（ステップＳ３０３で
ＹＥＳ）、スキャナユニット２０６を図７の走査方向に走査するように駆動制御してＮペ
ージ目の画像を読み取らせる（ステップＳ３０４）。読み取りが完了すると（ステップＳ
３０５でＹＥＳ）、ＣＰＵ２１０は、スキャナユニット２０６を読取基準位置に移動する
ように駆動制御すると共に、ページ数Ｎに１を加える（ステップＳ３０６）。
【００４７】
　次に、ＣＰＵ２１０は、続けて読み取るページがあるか否かを判定し（ステップＳ３０
６）、続けて読み取るページがある場合には、Ｎページ目の画像表示を電子ペーパーに指
示して（ステップＳ３０２）、ステップＳ３０３以降の処理を繰り返す。ステップＳ３０
６において、続けて読み取るページがない場合（ステップＳ３０６でＮＯ）には本処理を
終了する。ユーザーによって原稿台ガラス２０５上に電子ペーパーがセットされた場合に
はそのまま終了する。一方、ＡＤＦ１００を使用して原稿台ガラス２０５に電子ペーパー
がセットされた場合には、電子ペーパーを排紙トレイ２３０へ搬送して終了する。
【００４８】
　上記第１の実施形態によれば、電子ペーパーから固定読取モードで複数ページの画像を
読み取る際に、ページ切替部２０３によりＮページ目の画像を電子ペーパーに表示させ、
スキャナユニット２０６が走査して画像の読み取りを行う。その後、ページ切替部２０３
によりＮ＋１ページの画像を電子ペーパーに表示させ、スキャナユニット２０６が走査し
て画像の読み取りを行い、これらをページ数分繰り返す。これにより、電子ペーパーに格
納された複数ページにわたる画像を原稿固定読み方式で読み取る場合であっても、ページ
毎に電子ペーパーをセットし直す必要がなく、自動で複数ページの画像を読み取ることが
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できる。
【００４９】
　［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態に係る画像読取装置は、その構成（図１～図３）及び電子ペー
パー判別処理（図４、図５）が上記第１の実施の形態に係る画像読取装置と同じであり、
第１の実施の形態と同様の部分については、同一の符号を用いてその説明を省略する。以
下に、上記第１の実施の形態と異なる点のみを説明する。
【００５０】
　次に、本発明を適用した複数ページ格納された電子ペーパーをイメージリーダ２００で
読み取りを行う別の実施形態について詳しく説明する。
【００５１】
　図８は、本発明の第２の実施形態に係る画像読取装置で実行される電子ペーパーの画像
読取処理の詳細を示すフローチャートである。本処理では、２ページの画像を有する画像
ファイルが格納された電子ペーパーから固定読取りモードでの画像読み取りが行われるも
のとする。また、本処理は図４のステップＳ１０６で実行されるものとする。
【００５２】
　図９は、図８の処理における原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーに対する画像読取方
法を説明するための概略図である。原稿台ガラス２０５に電子ペーパーを載置する方法に
ついては、ユーザーが行っても、ＡＤＦ１００が行ってもどちらでもよい。原稿台ガラス
２０５上の電子ペーパーは、その一端が図示の読取基準位置Ａに沿って載置されているも
のとする。
【００５３】
　図８において、電子ペーパーの画像読取処理が開始されると、ＣＰＵ２１０は、ページ
数Ｎに１ページ目を示す「１」をセットする（ステップＳ４０１）。つづいて、ＣＰＵ２
１０は、ページ切替部２０３により原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーと通信を行い、
Ｎページ目の画像の通常表示を指示する（ステップＳ４０２）。
【００５４】
　次に、ＣＰＵ２１０は、電子ペーパーの画像表示の完了を待って（ステップＳ４０３で
ＹＥＳ）、ページ数Ｎが奇数か否かを判定する（ステップＳ４０４）。奇数と判定した場
合、ＣＰＵ２０１は、読取基準位置Ａで待機しているスキャナユニット２０６を図９の走
査方向Ａに走査するように駆動制御し、Ｎページ目（奇数ページ目）の画像を読み取らせ
る（ステップＳ４０５）。走査方向Ａは、いわゆる通常スキャン時の走査方向である。読
取基準位置Ａを電子ペーパーの先端、読取基準位置Ｂを電子ペーパーの後端とすると、ス
キャナユニット２０６は電子ペーパーの先端から後端まで移動して走査を行う。画像の読
み取りが完了すると（ステップＳ４０７でＹＥＳ）、ＣＰＵ２０１は、ページ数Ｎに１を
加える（ステップＳ４０８）。なお、読み取りが完了した場合、ＣＰＵ２１０は、スキャ
ナユニット２０６を読取基準位置Ｂで停止するように制御する。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ２１０は、続けて読み取るページがあるか否かを判定し（ステップＳ４０
９）、続けて読み取るページがある場合には、ステップＳ４０２に戻って、Ｎページ目の
画像の通常表示を電子ペーパーに指示する（ステップＳ４０２）。つづいて、ＣＰＵ２１
０は、電子ペーパーの画像表示の完了を待って（ステップＳ４０３でＹＥＳ）、ページ数
Ｎが奇数か否かを判定する（ステップＳ４０４）。
【００５６】
　ステップＳ４０４の判定の結果、ページ数Ｎが奇数でないと判定した場合、ステップＳ
４０６へ進む。ステップＳ４０６では、ＣＰＵ２１０は、読取基準位置Ｂで待機している
スキャナユニット２０６を図９の走査方向Ｂに走査するように駆動制御し、Ｎページ目（
偶数ページ目）の画像を読み取らせる。走査方向Ｂは、いわゆるバックスキャン時の走査
方向である。上述したように、読取基準位置Ａを電子ペーパーの先端、読取基準位置Ｂを
電子ペーパーの後端とすると、スキャナユニット２０６は電子ペーパーの後端から先端ま
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で移動して走査を行う。読み取りが完了すると（ステップＳ４０７でＹＥＳ）、ＣＰＵ２
１０は、ページ数Ｎに１を加える（ステップＳ４０８）。なお、読み取りが完了した場合
、ＣＰＵ２１０は、スキャナユニット２０６を読取基準位置Ａで停止するように制御する
。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ２１０は、続けて読み取るページがあるか否かを判定し（ステップＳ４０
９）、続けて読み取るページがない場合には、本処理を終了する。ユーザーによって原稿
台ガラス２０５上に電子ペーパーがセットされた場合にはそのまま終了する。一方、ＡＤ
Ｆ１００を使用して原稿台ガラス２０５に電子ペーパーがセットされた場合には、電子ペ
ーパーを排紙トレイ２３０へ搬送して終了する。
【００５８】
　上記第２の実施形態によれば、電子ペーパーに格納された画像のページ数Ｎをカウント
し、Ｎが奇数のときは、スキャナユニット２０６を電子ペーパーの先端から後端まで移動
して走査する（通常スキャン）ことにより画像を読み取る。一方、Ｎが奇数でないときは
、スキャナユニット２０６を電子ペーパーの後端から先端まで移動して走査する（バック
スキャン）ことにより画像を読み取る。このように、バックスキャンを活用することでス
キャナユニットの無駄な動作を省略し、効率よく画像読み取りを行うことができる。
【００５９】
　上記実施形態では、奇数ページでは電子ペーパーの先端側（読取基準位置Ａ）から画像
が読み取られ、偶数ページでは後端側（読取基準位置Ｂ）から画像が読み取られることか
ら、画像の向きを変更するように画像処理を行う必要がある。この画像処理は、ＣＰＵ２
１０が実行しても画像信号制御部４０５が実行してもよい。
【００６０】
　［第３の実施形態］
　本発明の第３の実施形態に係る画像読取装置は、その構成（図１～図３）及び電子ペー
パー判別処理（図４、図５）が上記第１の実施の形態に係る画像読取装置と同じであり、
第１の実施の形態と同様の部分については、同一の符号を用いてその説明を省略する。以
下に、上記第１の実施の形態と異なる点のみを説明する。
【００６１】
　図１０は、本発明の第３の実施形態に係る画像読取装置で実行される電子ペーパーの画
像読取処理の詳細を示すフローチャートである。本処理では、２ページの画像を有する画
像ファイルが格納された電子ペーパーから固定読取りモードでの画像読み取りが行われる
ものとする。また、本処理は図４のステップＳ１０６で実行されるものとする。
【００６２】
　図１１は、図１０の処理における原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーに対する画像読
取方法を説明するための概略図であり、（ａ）は奇数ページの画像を読み取る場合、（ｂ
）は偶数ページの画像を読み取る場合を示す。原稿台ガラス２０５に電子ペーパーを載置
する方法については、ユーザーが行っても、ＡＤＦ１００が行ってもどちらでもよい。原
稿台ガラス２０５上の電子ペーパーは、その一端が図１１（ａ）の読取基準位置Ａに沿っ
て載置されているものとする。
【００６３】
　図１０において、電子ペーパーの画像読取処理が開始されると、ＣＰＵ２１０は、ペー
ジ数Ｎに１ページ目を示す「１」をセットする（ステップＳ５０１）。つづいて、ＣＰＵ
２１０は、ページ数Ｎが奇数か否かを判定する（ステップＳ５０２）。奇数と判定した場
合、ＣＰＵ２１０は、ページ切替部２０３により原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーと
通信を行い、Ｎページ目の画像を通常表示するように電子ペーパーに指示する（ステップ
Ｓ５０３）。
【００６４】
　次に、ＣＰＵ２１０は、電子ペーパーの画像表示の完了を待って（ステップＳ５０４で
ＹＥＳ）、ステップＳ５０５へ進む。ステップＳ５０５では、ＣＰＵ２１０は、スキャナ
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ユニット２０６を図１１（ａ）の読取基準位置Ａから走査方向Ａに走査するように駆動制
御し、Ｎページ（奇数ページ）目の画像を読み取らせる。走査方向Ａは、いわゆる通常ス
キャン時の走査方向である。読取基準位置Ａを電子ペーパーの先端、読取基準位置Ｂを電
子ペーパーの後端とすると、スキャナユニット２０６は電子ペーパーの先端から後端まで
移動して走査を行う。読み取りが完了すると（ステップＳ５０６でＹＥＳ）、ＣＰＵ２１
０は、ページ数Ｎに１を加える（ステップＳ５０７）。なお、読み取りが完了した場合、
ＣＰＵ２１０は、スキャナユニット２０６を読取基準位置Ｂで停止するように制御する。
【００６５】
　次に、ＣＰＵ２１０は、続けて読み取るページがあるか否かを判定し（ステップＳ５０
８）、続けて読み取るページがある場合には、ステップＳ５０２に戻って、ページ数Ｎが
奇数か否かを判定する（ステップＳ５０２）。この判定の結果、奇数でないと判定した場
合、ＣＰＵ２１０は、ページ切替部２０３により原稿台ガラス２０５上の電子ペーパーと
通信を行い、Ｎページ目の画像を鏡像画像で表示するように電子ペーパーに指示する（ス
テップＳ５０９）。
【００６６】
　次に、ＣＰＵ２１０は、電子ペーパーの画像表示の完了を待って（ステップＳ５１０で
ＹＥＳ）、ステップＳ５１１へ進む。ステップＳ５１１では、ＣＰＵ２１０は、図１１（
ｂ）の読取基準位置Ｂで待機しているスキャナユニット２０６を走査方向Ｂに走査するよ
うに駆動制御し、Ｎページ（偶数ページ）目の画像を読み取らせる。走査方向Ｂは、いわ
ゆるバックスキャン時の走査方向である。上述したように、読取基準位置Ａを電子ペーパ
ーの先端、読取基準位置Ｂを電子ペーパーの後端とすると、スキャナユニット２０６は電
子ペーパーの後端から先端まで移動して走査を行う。読み取りが完了すると（ステップＳ
５０６でＹＥＳ）、ＣＰＵ２１０は、ページ数Ｎに１を加える（ステップＳ５０７）。な
お、読み取りが完了した場合、ＣＰＵ２１０は、スキャナユニット２０６を読取基準位置
Ａで停止するように制御する。
【００６７】
　次に、ＣＰＵ２１０は、続けて読み取るページがあるか否かを判定し（ステップＳ５０
８）、続けて読み取るページがない場合には、本処理を終了する。ユーザーによって原稿
台ガラス２０５上に電子ペーパーがセットされた場合にはそのまま終了する。一方、ＡＤ
Ｆ１００を使用して原稿台ガラス２０５に電子ペーパーがセットされた場合には、電子ペ
ーパーを排紙トレイ２３０へ搬送して終了する。
【００６８】
　上記第３の実施形態によれば、電子ペーパーに格納された画像のページ数Ｎをカウント
し、Ｎが奇数のときは、電子ペーパーに奇数ページの画像を通常表示するように制御する
。一方、Ｎが奇数でないときは、電子ペーパーに偶数ページの画像を鏡像表示するように
制御する。これにより、電子ペーパーから読み取った画像が、ページの奇数、偶数に関わ
らず、通常スキャン時に読み取った画像と同じ向きになるので、画像の向きを変更するた
めの画像処理を行う必要がなくなる。その結果、効率よく画像読み取りを行うことが可能
となる。
【００６９】
　なお、画像ファイルの何ページ目が電子ペーパーに表示されるかを判定し、奇数ページ
目が表示されると判定されたときは、電子ペーパーに奇数ページ目の画像を通常表示する
ように制御してもよい。さらに、奇数ページ目でないと判定されたときは、電子ペーパー
に偶数ページ目の画像を鏡像表示するように制御してもよい。
【００７０】
　上記第１～第３の実施形態における読取基準位置については、例えば、電子ペーパーか
ら取得したサイズ情報に基づいてＣＰＵ２１０が設定するように構成してもよい。また、
画像読み取り時の走査結果に応じてＣＰＵ２１０が設定するようにしてもよい。さらに、
原稿トレイ１０２上の電子ペーパーをＡＤＦ１００により原稿台ガラス２０５上に搬送し
て固定読取りモードで画像読み取りを行う場合、ラージサイズ検知センサＳ１、スモール
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、ＣＰＵ２１０が読取基準位置を設定するように構成してもよい。
【００７１】
　上記第１～第３の実施形態を互いに組み合わせることでも本発明の効果が達成されるこ
とは云うまでもない。例えば、第１と第２の実施形態と組み合わせた場合、電子ペーパー
の表示画像の向きが変更可能か否かに応じて、図６の処理または図８の処理を実行するよ
うに構成してもよい。また、第１と第３の実施形態を組み合わせた場合、電子ペーパーの
鏡像表示が可能か否かに応じて、図６の処理または図１０の処理を実行するように構成し
てもよい。
【００７２】
　上記第１～第３の実施の形態では、スキャナ装置等の画像読取装置について説明したが
、印刷機能を備える画像形成装置や複合機等に適用してもよいことは云うまでもない。
【００７３】
　また、本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエ
ア（プログラム）を画像読取装置や画像形成装置等の処理装置（ＣＰＵ、プロセッサ）に
て実行することでも実現できる。
【符号の説明】
【００７４】
１００　原稿搬送装置（ＡＤＦ）
１０１，２０２　電子ペーパー検出部
２００　イメージリーダ
２０３　ページ切替部
２０５　原稿台ガラス
２０６　スキャナユニット
２１０　ＣＰＵ
４００　ＣＰＵ回路部
４０１　ＣＰＵ
４０２　ＲＯＭ
４０３　ＲＡＭ
８００　操作部
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